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前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

原
子
力
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施
設
の
位
置
、
構
造

及
び
設
備

四

当
該
施
設
の
運
搬
開
始
前
の
使
用
状
況
及
び
運
搬

終
了
後
の
使
用
予
定

五

運
搬
開
始
前
及
び
運
搬
終
了
後
に
保
有
す
る
核
燃

料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

の
種
類
、
数
量
、
保
管
場
所
及
び
そ
の
方
法

六

運
搬
に
付
随
し
て
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
の
方
法

七

運
搬
の
経
路
及
び
方
法
並
び
に
当
該
運
搬
の
開
始

時
期
及
び
予
定
終
了
時
期

八

運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ

て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
及
び
数
量

５

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
は
、
第
四
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
十
八
号

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
第

四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
の
業
務
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。）に
係

る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務

（
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。）に
係
る
業
務
運

営
、
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
（
産

業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。）に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及

び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第

七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
以
下
の
い
ず
れ
か
の

事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
五
人
以
上
」

を
「
次
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
人
数
以
上
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
認
め

ら
れ
る
場
合
」
を
「
認
め
ら
れ
る
場
合

一
人
」に
改
め
、

同
号
ロ
中
「
場
合
」
を
「
場
合

五
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
十
九
号

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑

事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法

律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
特
許
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特

許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
の
十
四
中
「
面
前
」
の
下
に「（
特
許
法
第

百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
三

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
場
合
及
び
同
法

第
二
百
四
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。）」

を
加
え
る
。

第
五
十
八
条
の
十
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
付
添
い
）

第
五
十
八
条
の
十
五
の
二

審
判
長
は
、
特
許
法
第
百
五

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
三
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
に
当
た
つ
て

は
、
当
事
者
及
び
参
加
人
並
び
に
証
人
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
措
置
を
と
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
証

人
に
付
き
添
つ
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
と
証
人
と
の

関
係
を
調
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遮
へ
い
の
措
置
）

第
五
十
八
条
の
十
五
の
三

審
判
長
は
、
特
許
法
第
百
五

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
三
条

の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
る
に

当
た
つ
て
は
、
当
事
者
及
び
参
加
人
並
び
に
証
人
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
措
置
を
と
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
調
書
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条
の
十
六
第
一
項
中
「
第
二
百
四
条
」を「
第

二
百
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に「
又
は
第
二
項
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、同
条
第
二
項
中「
前

項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
許
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴

訟
法
第
二
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
同

条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
尋
問
は
、
当
事
者
及
び
参

加
人
並
び
に
証
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
審
判
長
が
当
事

者
及
び
参
加
人
を
特
許
庁
に
出
頭
さ
せ
、
証
人
を
特
許

庁
又
は
当
該
尋
問
に
必
要
な
装
置
の
設
置
さ
れ
た
場
所

で
あ
つ
て
審
判
長
が
相
当
と
認
め
る
場
所
に
出
頭
さ
せ

て
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
人
を
特
許
庁
に
出

頭
さ
せ
る
と
き
は
、
審
判
長
、
当
事
者
及
び
参
加
人
が

証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所

に
そ
の
証
人
を
在
席
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を

図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附

則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
百
五
十
九
号

左
記
の
者
の
申
請
に
係
る
日
本
国
に
帰
化
の
件
は
、
こ

れ
を
許
可
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日法

務
大
臣

鳩
山

¤
夫

住
所
東
京
都
江
東
区
北
砂
７
丁
目
７
番
１
`
1111号

周
少
青
昭
和
61年
２
月
４
日
生

周
暁
鋒
平
成
元
年
５
月
８
日
生

住
所
東
京
都
稲
城
市
東
長
沼
1571番

地
２

曹
小
英
昭
和
32年
８
月
４
日
生

住
所
東
京
都
稲
城
市
東
長
沼
1249番

地
張
鳳
清
昭
和
41年
１
月
30日
生

陳
航
昭
和
63年
８
月
８
日
生

住
所
東
京
都
町
田
市
小
山
町
752番

地
３

ケ
イ
ン
・
ハ
ッ
ク
シ
ー
昭
和
57年

12月
５
日
生

住
所
東
京
都
福
生
市
加
美
平
４
丁
目
１
番
地

ト
ミ
エ
・
エ
レ
ナ
・
ヨ
シ
ダ
昭
和
47年
６
月
15日
生

住
所
東
京
都
大
田
区
池
上
６
丁
目
５
番
11
`
202号

顧
玲
昭
和
57年
４
月
29日
生

住
所
東
京
都
目
黒
区
目
黒
２
丁
目
２
番
７
`
202号

劉
ß
昭
和
45年
６
月
24日
生

住
所
東
京
都
新
宿
区
大
京
町
29番
地

王
志
岩
昭
和
45年

11月
16日
生

住
所
東
京
都
足
立
区
梅
田
５
丁
目
24番

10
`
304号

李
順
玉
昭
和
39年

10月
16日
生

住
所
東
京
都
G
飾
区
東
新
小
岩
３
丁
目
８
番
２
`

310

号李
勇
範
昭
和
50年
２
月
17日
生

芦
春
子
昭
和
50年
７
月
21日
生

李
雨
珍
平
成
16年

11月
６
日
生

住
所
東
京
都
杉
並
区
成
田
東
４
丁
目
35番

19号
劉

昭
和
53年
７
月
26日
生

住
所
東
京
都
大
田
区
南
蒲
田
２
丁
目
28番

22号
朴
[
文
昭
和
59年

12月
17日
生

住
所
東
京
都
北
区
中
里
３
丁
目
25番
２
号

韓
梨
子
昭
和
33年
９
月
６
日
生

康
誠
寿
昭
和
61年
８
月
18日
生

康
誠
和
昭
和
63年

10月
31日
生

康
貴
美
平
成
４
年
１
月
５
日
生

住
所
東
京
都
世
田
谷
区
野
毛
１
丁
目
10番
３
号

金
貞
”
昭
和
54年
２
月
14日
生

住
所
東
京
都
江
東
区
大
島
５
丁
目
45番
７
`
901号

朱
昭
和
37年

10月
19日
生

住
所
東
京
都
品
川
区
上
大
崎
４
丁
目
１
番
１
`
1707号

金
秀
慶
昭
和
49年

11月
30日
生

住
所
群
馬
県
伊
勢
崎
市
曲
沢
町
806番

地
87

サ
ラ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
ア
サ
ト
・
グ
シ
ケ
ン
昭
和

57年
10月
８
日
生

リ
イ
ナ
・
グ
ラ
シ
ェ
リ
・
ノ
ダ
・
ア
サ
ト
平
成
18年

12月
19日
生

住
所
東
京
都
江
戸
川
区
西
瑞
江
３
丁
目
26番
地
58

ニ
タ
ヤ
・
コ
バ
ヤ
シ
昭
和
47年
６
月
８
日
生

住
所
群
馬
県
伊
勢
崎
市
連
取
町
2324番

地
10

シ
ー
ラ
・
マ
リ
ー
・
モ
ラ
レ
ス
・
ミ
ヤ
タ
昭
和
44年

９
月
18日
生

住
所
愛
知
県
小
牧
市
小
木
南
３
丁
目
32番
地

ó
顕
菊
昭
和
53年
４
月
９
日
生

住
所
愛
知
県
豊
明
市
新
田
町
前
原
１
番
地

胡
冰
昭
和
57年
１
月
29日
生

住
所
岐
阜
市
神
室
町
４
丁
目
36番
地

王
俊
臣
昭
和
48年

10月
17日
生

王
天
龍
平
成
18年
２
月
13日
生

住
所
名
古
屋
市
北
区
成
願
寺
１
丁
目
６
番
Ａ
`
3803号

常
靖
昭
和
49年
８
月
30日
生

住
所
名
古
屋
市
千
種
区
萱
場
２
丁
目
14番
３
号

常
鋭
昭
和
54年
７
月
28日
生

住
所
広
島
県
廿
日
市
市
阿
品
台
西
２
番
38
`
201号

王
聞
娜
昭
和
57年
９
月
３
日
生

住
所
大
分
市
三
川
下
１
丁
目
３
番
35号

Ô
£
織
昭
和
48年
９
月
３
日
生

住
所
大
分
県
中
津
市
大
字
中
殿
523番

地
１

李
玉
粉
昭
和
53年
１
月
25日
生
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